
１　乗合タクシー停留所の位置の変更について

※変更開始予定　令和８年２月20日(金)

停留所番号 名　称 具体的な位置

堀川宅前

砂谷宅前

旧　　宮谷41-15

位　置

1181
新　　宮谷39-２

宮谷第２

凡例 ：設置停留所

元の設置場所

付近の停留所

宮谷区民館

別紙２

設置場所｢宮谷第２｣


